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株主各位
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   証券コード　8165

   平成23年３月８日

株 主 各 位
   
 大阪市北区同心一丁目８番９号

  株式会社

  代表取締役社長 田 邉 道 夫

第66期定時株主総会招集ご通知
　拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
　さて、当社第66期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席
くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット等）
により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参
考書類をご検討くださいまして、次頁の「議決権行使についてのご案内」に従
って議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成23年３月30日（水曜日）午前10時
２．場 所 大阪市北区同心一丁目８番９号
  株式会社千趣会本社２階　ホール
　 　 （末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。）
３．目 的 事 項 　

　報 告 事 項 １．第66期(平成22年１月１日から平成22年12月31日まで)
　  事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監

査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　  ２．第66期(平成22年１月１日から平成22年12月31日まで)
　  計算書類の内容報告の件

　決 議 事 項  
　第１号議案 剰余金処分の件
　第２号議案 取締役９名選任の件
　第３号議案 監査役３名選任の件
　第４号議案 補欠監査役１名選任の件
　第５号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）

の一部改訂・継続の件
以　上


○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申しあげます。

○株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に
修 正 が 生 じ た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.senshukai.co.jp/soukai）に掲載させていただきます。
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《議決権行使についてのご案内》
　
１．議決権行使書郵送による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、株主総会開催日の前日
（平成23年３月29日（火曜日））午後５時30分までに到着するようご返送ください。

　
２．電磁的方法（インターネット等）による議決権行使
(1）議決権行使サイト（http://www.webdk.net）にアクセスしていただき、同封の議決権

行使書用紙に表示された議決権行使コード及び仮パスワードをご利用のうえ、画面の
案内に従って、議案に対する賛否をご登録ください。なお、議決権行使サイトは、携
帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

＊バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「ＱＲコード」を読み
取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の
詳細については、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

(2）インターネットによる議決権行使は、株主総会開催日の前日（平成23年３月29日（火
曜日））午後５時30分まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早
めに行使されるようお願いいたします。

(3）書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットに
よるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

(4）インターネットによって、複数回数、又はパソコンと携帯電話で重複して議決権を行
使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただ
きます。

(5）議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金、通信事業者への通
信料金等は株主様のご負担となります。

(6）議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。
①インターネットにアクセスできること。
②パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフ
トウェアとして、Microsoft® Internet Explorer6.0以上を使用できること。ハー
ドウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用
できること。

③携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗
号化通信）が可能な機種であること。（セキュリティ確保のため、128bitSSL通信
（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用い
ただけません。）

(Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です｡)

上記１、２についてご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお
願い申しあげます。
住友信託銀行株式会社 証券代行部 専用ダイヤル 0120-186-417(午前９時～午後９時)

　
<用紙の請求等、その他のご照会> 0120-176-417（平日午前９時～午後５時）

　
３．機関投資家の皆様へ

当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、議決権電子行使プラ
ットフォーム（いわゆる東証プラットフォーム）をご利用いただけます。
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株主総会参考書類

　

第１号議案　剰余金処分の件

　　

当社は経営基盤の強化を図るとともに、安定的な配当の維持及び適正

な利益還元を行うことを前提に、連結配当性向30%を目安として株主の皆

様に利益配分を行うことを基本方針としております。　　

このような方針に基づき、当期の期末配当につきましては、以下のと

おりといたしたいと存じます。

 

（1） 配当財産の種類

　　金銭といたします。

（2） 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　当社普通株式１株につき金８円　総額　346,477,984円

（3） 剰余金の配当が効力を生ずる日

　　平成23年３月31日

　

なお、これにより年間配当金は、１株につき中間配当金６円と合わせ

14円となります。　
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第２号議案　取締役９名選任の件

　取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります

ので、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

(1）所有する当社
株式の数

(2）当社との特別
の利害関係

１
行 待 裕 弘

(昭和７年１月30日生)

昭和28年10月　味楽会入社

昭和30年11月　当社設立、取締役に就任

昭和51年10月　当社常務取締役

昭和60年１月　当社専務取締役

平成３年10月　当社取締役副社長

平成11年４月　当社代表取締役副社長

平成12年４月　当社代表取締役社長

平成23年１月　当社代表取締役会長（現任）

(1）495,036株

　

(2）なし

２
田 邉 道 夫

(昭和21年７月23日生)

昭和42年４月　当社入社

平成９年６月　当社取締役

平成13年３月　当社取締役執行役員

平成17年３月　当社常務取締役

平成20年３月　当社専務取締役

平成23年１月　当社代表取締役社長（現任）

(1）9,300株

　

(2）なし

３
田 川 喜 一

(昭和22年９月25日生)

昭和41年３月　当社入社

平成９年６月　当社取締役

平成13年３月　当社取締役執行役員

平成17年３月　当社常務取締役

平成20年３月　当社専務取締役

平成23年１月　当社専務取締役執行役員（現任）

　
当社管理部門・東京本社担当（総務本部、

業務本部、事業開発本部）（現任）

(1）25,300株

　

(2）なし
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

(1）所有する当社
株式の数

(2）当社との特別
の利害関係

４
澤 本 荘 八

(昭和23年２月９日生)

昭和47年３月　当社入社

平成９年６月　当社取締役

平成13年３月　当社取締役執行役員

平成17年３月　当社常務取締役

平成23年１月　当社専務取締役執行役員（現任）

　　　　　　　当社ベルメゾン事業部門担当（EC事業本

部、カタログ事業本部、商品開発本部、

ベルメゾン事業運営部）（現任）

(1）17,530株

　

(2）なし

５
朝 田 　 郁

(昭和29年４月１日生)

昭和57年３月　当社入社

平成17年３月　当社執行役員

平成18年３月　当社取締役執行役員

平成20年３月　当社取締役常務執行役員

平成21年１月　当社企画本部長（現任）

平成23年１月　当社常務取締役執行役員（現任）

　　　　　　　当社マンスリー事業、企画部門担当（マ

ンスリー事業本部、企画本部）（現任）

(1）7,500株

　

(2）なし

６
峯 岡 繁 充

(昭和26年10月17日生)

昭和52年７月　当社入社

平成17年３月　当社執行役員

平成20年３月　当社常務執行役員

平成21年３月　当社取締役常務執行役員

平成23年１月　当社取締役執行役員（現任）

　　　　　　　当社EC事業本部長（現任）

(1）7,500株

　

(2）なし

７
星 野 裕 幸

(昭和34年12月10日生)

昭和57年９月　当社入社

平成18年３月　当社執行役員

平成20年１月　当社東京事業本部長

平成21年３月　当社取締役執行役員（現任）

平成21年７月　(株)ペットファースト代表取締役社長

平成22年12月　(株)モバコレ代表取締役社長（現任）

平成23年１月　当社事業開発本部長（現任)

(1）2,000株

　

(2）なし
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

(1）所有する当社
株式の数

(2）当社との特別
の利害関係

８
大 石 友 子

(昭和29年11月８日生)

昭和52年４月　ヤマハ音楽振興会に勤務

昭和63年２月　横浜市女性協会に勤務

平成９年６月　女性労働協会に勤務

平成13年４月　京都学園大学経営学部教授（現任）

平成18年３月　当社取締役（現任）

(1）0株

　

(2）なし

９
佐 野 利 勝

(昭和20年７月12日生)

昭和44年６月　(株)三井銀行（現、(株)三井住友銀行）

に入行

平成９年６月　(株)さくら銀行（現、(株)三井住友銀行）

取締役資金証券企画部長

平成12年４月　同行常務執行役員名古屋支店長

平成13年４月　三井生命保険(現、三井生命保険(株))

常務執行役員

平成13年７月　同社取締役常務執行役員

平成17年６月　SMBCコンサルティング(株)代表取締役

　　　　　　　社長

平成20年３月　当社取締役（現任）

(1）0株

　

(2）なし

（注）１．取締役候補者のうち大石友子及び佐野利勝の両氏は、社外取締役候補者であります。

２．大石友子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授として長年女性の労働問

題に精通し、当社の主な顧客である働く女性に関してその見識・経験等を活かし、社外取締役とし

ての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。佐野利勝氏は主に金融関係の会社

で取締役を歴任されており、培ってきた豊富な知見・経験等を経営に反映していただくため選任を

お願いするものであります。

３．大石友子及び佐野利勝の両氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任

期間は、本総会の終結の時をもって大石友子氏は５年、佐野利勝氏は３年となります。

４．当社は、大石友子及び佐野利勝の両氏との間で、定款の規定に基づき、会社法第427条第１項で定め

る責任限定契約を締結しており、両氏が再任された場合は、その契約を継続する予定であります。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
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第３号議案　監査役３名選任の件

　監査役鳥取捷二及び猪田義廣並びに小泉英之の３氏は、本総会終結の

時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いいたし

たいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況

(1) 所有する当社
株式の数

(2) 当社との特別
の利害関係

１
中 林 義 博

(昭和23年５月17日生)

昭和60年６月　当社入社

平成９年６月　当社ベルメゾン事業部ベルメゾン事業第

二部商品二部長

平成10年４月　当社ベルメゾン事業部雑貨開発部長

平成12年６月　当社ベルメゾン事業部国際部長

平成14年５月　当社ベルメゾン事業部国際部長、衣料開

発部長兼任

平成15年１月　当社ファッション事業部ファッションア

パレル開発部長

平成16年２月　当社ファッション事業部ファッションス

タイル開発部長

平成17年１月　当社育児開発部長

平成17年３月　当社執行役員（現任）

平成19年１月　当社育児開発部長

　　　　　　　㈱ペットファースト代表取締役社長

平成20年１月　当社育児事業本部長

平成23年１月　当社社長付（現任）　

(1) 17,720株　

　　　

(2) なし

２
山 本 　 誠

(昭和26年８月19日生)

昭和49年４月　住友信託銀行(株)入社　

平成12年４月　住友信託銀行(株)審査第二部長　

平成15年４月　住友信託銀行(株)本店支配人

平成18年１月　当社へ出向　

平成19年１月　当社入社

　　　　　　　当社法務・審査部長、監査部長兼任

平成21年１月　当社執行役員（現任）

　　　　　　　法務本部長

平成23年１月　当社社長付（現任）　

(1) 5,000株　

　　　

(2) なし
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況

(1) 所有する当社
株式の数

(2) 当社との特別
の利害関係

３
小 泉 英 之

(昭和28年１月９日生)

昭和52年10月　等松青木監査法人（現、有限責任監査法

人トーマツ）入所

昭和56年３月　公認会計士登録

昭和59年６月　税理士登録

昭和62年１月　小泉公認会計士事務所設立、同事務所

　　　　　　　代表（現任）

昭和62年４月　センチュリー監査法人（現、新日本有限

責任監査法人）入所

平成７年６月　日本金銭機械(株)監査役（現任)

平成15年３月　当社監査役（現任)

(1) 0株　

　　　

(2) なし

（注）１．監査役候補者の小泉英之氏は、社外監査役候補者であります。

２．小泉英之氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士しての専門的見

地から、その高度な知識と見識を発揮していただけるものと判断して選任をお願いするもの

であります。

３．小泉英之氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本

総会終結の時をもって８年となります。

４．当社は、小泉英之氏との間で、定款の規定に基づき、会社法第427条第１項で定める責任限定

契約を締結しており、小泉英之氏が再任された場合は、その契約を継続する予定であります。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329

条第２項の規定に基づき、予め補欠監査役１名の選任をお願いするもの

であります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略歴及び重要な兼職の状況

(1）所有する当社
株式の数

(2）当社との特別
の利害関係

増 井 高 一
(昭和25年11月17日生)

昭和61年３月　公認会計士登録

昭和61年７月　税理士登録

昭和62年７月　公認会計士 増井高一事務所設立、同事務所代表

（現任）

平成元年１月　マス・マネジメント(株)設立、同社代表取締役

（現任）

(1）0株

　

(2）なし

（注）１．補欠監査役候補者増井高一氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

２．増井高一氏は、公認会計士及び税理士として長年培われた財務及び会計に関する知識を、監

査役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただけるものと期待し、社外監査役と

しての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

３．本選任に関しましては、就任前であれば取締役会の決議により監査役会の同意を得て選任を

取消すことができることとさせていただきます。

４．増井高一氏が原案どおり選任され、就任された場合には、定款の規定に基づき、会社法第427

条第１項で定める責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任

の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
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第５号議案　当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）

            の一部改訂・継続の件

当社は、平成19年３月29日開催の第62期定時株主総会において、有効期

間を平成19年12月期の事業年度に係る定時株主総会の終結の時までとする

平時の買収防衛策として「当社株式の大量買付行為に関する対応策」を導

入し、平成20年３月28日開催の第63期定時株主総会において、これを一部

改訂のうえ、有効期間を平成22年12月期の事業年度に係る定時株主総会の

終結の時までとする平時の買収防衛策として「当社株式の大量買付行為に

関する対応策（買収防衛策）」（以下、「現行プラン」といいます。）を

継続いたしました。その後の買収防衛策をめぐる諸々の動向を踏まえ、当

社における平時の買収防衛策の在り方につき、その後も検討を進めてまい

りました。その結果、平成23年２月18日開催の取締役会において、平成23

年３月30日開催予定の第66期定時株主総会（以下、「本総会」といいま

す｡ ）における株主の皆様のご承認を条件に、当社の企業価値・株主の皆

様の共同の利益の確保・向上のための取組みとして、当社に対する濫用的

な買収等を未然に防止するため、下記のとおり現行プランを一部改訂し、

継続することを決定いたしました（以下、改訂後のプランを「本プラン」

といいます。）。改訂の概要は、①買付者が回答を行う情報提供期間を設

定したこと、②買付者の買付けの評価を行う評価期間につき上限を設定し、

それ以上の延長をできないものとしたこと、③新株予約権の取得内容に関

して、買付者の新株予約権を有償にて取得することができる旨を削除した

こと等の３点です。

　

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、株式の大量の買付けであっても、当社の企業価値の向上・株主の

皆様の共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありませ

ん。また、会社の支配権の移転を伴うような大量の株式の買付提案に応じる

か否かの判断は、最終的には株主の皆様の総意に基づき行われるべきもので

あります。
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しかし、株式の大量の買付行為の中には、特定の資産や技術のみを買収の

対象とするなど、その目的等から見て企業価値・株主の共同の利益に対する

明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあ

るもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付行為について検討し、

あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を

提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもた

らすために買付者との交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値の向

上・株主の共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社は、このような不適切な株式の大量買付行為を行う者は、当社の財務

及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者によ

る大量買付行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企

業価値の向上ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

　

Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組み

１．企業価値最大化に向けた取組みの概要

　当社は、企業価値の向上を実現するため、前「中期経営計画」に引き続

き、平成23年１月から平成25年12月までの３年間を計画期間とする新たな

「中期経営計画」を策定し実行しております。当社は、この「中期経営計

画」を着実に実行することが当社の企業価値を向上させ、ひいては株主の

皆様のご期待に応えるところであると確信しております。また、平成17年

度より株主の皆様への利益還元について新たな方針を掲げておりますが、

今後も業績に応じた利益還元を積極的に実施してまいります。更に、今後

企業にとってＣＳＲ（社会的責任）とコンプライアンス（法令遵守）がま

すます求められております。当社は、これらの実践を経営の重要課題とし

て位置付け、その結果として業績を上げることで更なる企業価値（株主価

値）の向上を図ってまいります。
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２．「中期経営計画」の基本方針

当社は、中期経営計画の基本方針として、下記の４つの方針を掲げており

ます。

①“新しいベルメゾン”の創造

・ ベルメゾンを１つの戦略単位と捉え、商品開発機能と販売機能に分離し、

市場の変化をいち早く察知し、他社に先駆けた対応と「ここでしか買え

ない」価値を追求したオリジナル商品開発強化により、顧客にとって必

要であると思われるベルメゾンを創造します。

・ 一社単独でネットサイトを運営している強み、自社で商品開発できる強

みを活かし、ネットビジネスにおいても競争力を維持できる通販インフ

ラへの変革により、ベルメゾンネットの拡大を図ります。

②ネットビジネスの強化

・ ベルメゾンネットとベルメゾンネット以外のネット事業との連携を強化

し、顧客資産の戦略的共有や品揃えの拡大、商品力強化、仕組みの整備

により、事業シナジーを最大限発揮しグループ全体でのネットビジネス

の強化を図ります。

・ ベルメゾンネットとは異なる専門店型ＥＣサイトを子会社において複数

育成し、グループ全体の売上利益の拡大を図ります。

③ブライダル事業の拡大

・ ブライダル事業を行っている(株)ディアーズ・ブレインにおける投資を

継続し事業拡大を図るとともに、“結婚”を既存事業にとって重要な情

報として戦略的に捉え、グループ内での連携強化を図り、グループ全体

での顧客基盤の拡大を図ります。

④高品質でローコストな事業運営の実施

・ グループ全体が原点に立ち返り、お客様に満足を感じていただける商品

やサービスの提供を最優先に考え実行できる高品質な事業運営を実施し

ます。
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・ 市場変化に柔軟に対応できるローコストな事業運営をグループ全体で実

施します。

　

３．利益還元方針

　当社は、経営基盤の強化を図るとともに、株主各位に対しましては、

配当性向を考慮し安定的な配当の維持及び適正な利益還元を基本として

おります。

株主の皆様への利益配分の方針として、30％の連結配当性向を目安と

して継続的な利益還元に努めてまいります。

　

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組み

１．本プラン導入の目的

　本プランは、上記Ⅰ．に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入される

ものです。

　当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行われる場合に、

買付者及び買付提案者（以下、併せて「買付者等」といいます。）に対

して事前に当該買付行為に関する情報提供を求め、これにより買付けに

応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替

案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のた

めに買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが

必要不可欠であると判断しました。

そこで、当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当

社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組

みの一環として、本総会で株主の皆様にご承認いただけることを条件と

して、本プランの継続を決定いたしました。
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　なお、本プラン継続を決定した時点におきましては、特定の第三者よ

り当社取締役会に対して大量買付行為に関する提案を受けている事実は

ありません。

　

２．本プランの内容

（１）対象となる買付け等

　本プランにおいては、次の①又は②に該当する買付けがなされる場合

に、本プランに定める手続に従い発動されることになります。

①当社が発行者である株券等（注１）について保有者（注２）の株券等

保有割合（注３）の合計が20％以上となる買付け

②当社が発行者である株券等（注４）について、公開買付け（注５）に

係る株券等の株券等所有割合（注６）及びその特別関係者（注７）の

株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け
注１：金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。以下別段の定めが

ない限り同じです。

注２：金融商品取引法第27条の23第３項に規定する保有者を意味します。以下別段の定めが

ない限り同じです。

注３：金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合を意味します。以下別段

の定めがない限り同じです。

注４：金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等を意味します。以下②において同

じです。

注５：金融商品取引法第27条の２第６項に規定する公開買付けを意味します。以下別段の定

めがない限り同じです。

注６：金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合を意味します。以下別段

の定めがない限り同じです。

注７：金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者を意味します。ただし、同項

第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に

関する内閣府令第３条第１項で定める者を除きます。以下別段の定めがない限り同

じです。

（２）買付者等に対する情報提供の要求

　買付者等が買付け又はその提案（以下、併せて「買付け等」といいま

す。）を行う場合には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、

まず、その実施に先立ち、当社取締役会に対して当該買付者等が買付け
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に際して本プランに定める手続を遵守する旨の意向表明書を提出してい

ただきます。意向表明書は当社取締役会の定める書式によるものとし、

買付者等の名称・住所・設立準拠法・代表者の氏名・国内連絡先・買付

け等の概要を明示していただきます。

　次に、当社取締役会は、意向表明書受領後５営業日以内に、買付者等

に対し、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成等の

ために提供していただくべき情報（以下、「本必要情報」といいます｡ ）

のリストを交付します。提供していただく情報の具体的内容は、買付者

等の属性、買付け等の内容により異なりますが、項目の具体例としては

以下のものが挙げられます。

(a) 買付け等の具体的内容

①買付けの目的、方法及び内容（買付けの時期、関連する取引の仕

組み、買付方法の適法性、買付け実行の確実性等を含みます。）

②買付け等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意

思連絡が存する場合にはその内容

③買付対価の内容（価額・種類等）、対価の算定根拠（算定の前提

となる事実や仮定、算定方法、算定に用いた数値情報及び買付け

に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの額及

びその算定根拠等を含みます。）

④買付資金の裏付け、買付者等に対する資金の供与者（実質的供与

者を含みます。）の具体的名称及び資金の調達方法（関連する取

引の内容を含みます。）

⑤買付けを行った後の当社グループの経営方針、事業計画、財務計

画、資本政策、配当政策、資産活用策等の内容

⑥買付け後における当社及び当社グループの従業員、取引先、顧客

等の利害関係人の処遇方針

⑦その他、当社取締役会が合理的に必要と判断する情報
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(b) 買付者等に関する事項

買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及びファンド

の場合は組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、

資本構成、経歴又は沿革を含みます。）、事業内容、財務状態、経

営状態及び業績、過去の企業買収の経緯及びその結果、過去の法令

違反行為の有無とその内容、役員の経歴等

　

　当社取締役会は、当初提供していただいた情報だけでは、株主の皆様

の判断に資する意見を形成するには不十分であると考えられ、かつ、追

加情報の必要性につき特別委員会からも書面による賛同を得られる場合、

十分な情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくよう要請します。

ただし、買付者等が回答を行う期間（以下、「情報提供期間」といいま

す。）は、本必要情報のリスト発送日から起算して60日を上限として設

定され、本必要情報が十分に揃わない場合でも情報提供期間が満了した

ときは、買付者等との情報提供に係るやりとりを打ち切って、下記

（３）の手続に入るものとします。

　意向表明書が提出された事実及び当社に提供された情報については、

株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判

断する時点で、その全部又は一部を開示します。

（３）取締役会の買付内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示

　上記（２）に基づき、当社取締役会が求めた情報が十分に揃ったと特

別委員会の賛同を得られた場合又は情報提供期間が満了した場合、当社

取締役会によるこれらの情報の評価・検討、買付者等との交渉あるいは

買付け等に対する意見形成、代替案の策定等を行うための時間的猶予と

して、当該買付け等の内容に応じて下記①又は②による期間（以下、

「評価期間」といいます。）を設定し、すみやかに情報開示を行います。

①対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買

付けの場合には60日

②その他の買付けの場合には90日
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　当社取締役会は、評価期間内において、買付者等から提供された情

報・資料に基づき、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・

向上の観点から、買付者等の買付内容の評価・検討等を行います。また、

当社取締役会は、必要に応じて、当社の企業価値・株主の皆様の共同の

利益の確保・向上の観点から当該買付内容を改善させるために、当該買

付者等と協議・交渉を行うとともに、株主の皆様に対する代替案の提示

を行うものとします。

　なお、当社取締役会は、評価期間内に本プランの発動又は不発動に関

する決定を行うに至らない場合には、その決議により、買付者等の買付

内容の検討、買付者等との交渉、代替案の作成等に必要とされる合理的

範囲内で評価期間を延長することができます（ただし、評価期間は延長

も含め120日間を上限とし、再延長はしないものとします。）。この場

合、当社取締役会は評価期間を延長するに至った理由、延長期間その他

適切と認める事項について、当該延長の決議後速やかに情報開示を行い

ます。

(４)特別委員会による勧告

(a) 特別委員会について

　当社は、上記(３)に定める買付者等との協議、交渉、評価期間の延長、

及び下記(b)に定める発動事由の該当性等に関する当社取締役会の判断

の客観性・合理性を担保するため、特別委員会を別途設置しております。

　特別委員会は、特別委員会規程に定められた手続に従い、買付者等の

買付内容につき評価・検討し、当社取締役会に対する勧告を行います。

特別委員会が評価・検討等を行うに当たっては、その判断が企業価値、

株主の皆様の共同の利益に適うものとなることを確保するため、当社の

費用により独立した第三者である専門家（フィナンシャル・アドバイザ

ー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ることができるものとしていま

す。
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　特別委員会の決定は、原則として構成員全員が出席し、その過半数を

もってこれを行うものとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重して

最終的な決定を行います。

　特別委員会を構成する委員は３名以上とし、概要として以下の条件を

満たした者の中から当社取締役会により選任され、原則として当社に対

する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者をいいま

す。なお、特別委員会の委員の氏名及び略歴は【別紙１】のとおりです。

①現在又は過去において当社、当社の子会社又は関連会社（以下、

併せて「当社等」といいます。）の取締役（ただし、社外取締役

を除きます。以下同じ。）、又は監査役（ただし、社外監査役を

除きます。以下同じ。）等となったことがない者

②現在又は過去における当社等の取締役又は監査役の親族でない者

③当社等との間に特別利害関係がない者

④実績ある法人経営者、弁護士、公認会計士、若しくは有識者又は

これらに準ずる者

(b) 特別委員会による本プラン発動の勧告

　特別委員会は、買付者等による買付け等が以下の事由（以下、「発動

事由」といいます。）のいずれかに該当し、本プランを発動することが

相当と認められる場合には、当社取締役会に対して、本プランの発動

（具体的な対抗措置の内容は下記(６)に記載のとおりです。）を勧告し

ます。

①本プランに定める手続を遵守しない買付け等である場合

②次の（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げる行為等により、当社の企業価

値・株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそ

れのある買付け等である場合

（ⅰ）買付者等が真に会社経営に参画する意思がないにも拘わら

ず、ただ株価をつり上げて、買い占めた株式について当社

側に対して高値で買取りを要求すること（いわゆるグリー

ンメイラーであること）。
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（ⅱ）当社の経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会

社の事業経営上必要となる重要な知的財産権、ノウハウ、

企業機密情報、主要取引先や顧客等の資産等を廉価に取得

する等、会社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営

を行うこと。

（ⅲ）当社又は当社グループ会社の資産を買付者等やそのグルー

プ会社等の債務の担保や弁済原資として流用すること。

（ⅳ）当社の経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会

社の不動産、有価証券等の事業に当面関係していない高額

資産等を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当

をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をね

らって高値で売り抜けること。

③強圧的二段階大量買付け（最初の買付けで全株式の買付けを勧誘

することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明

確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うこと。）等、当

社の株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付け等で

ある場合

④当社に、当該買付け等に対する代替案を提示するために合理的に

必要な期間を与えることなく行われる買付け等である場合

⑤当社株主に対して、本必要情報その他買付け等の内容を判断する

ために合理的に必要とされる情報を十分に提供することなく行わ

れる買付け等である場合

⑥買付け等の条件（対価の価額・種類、買付けの時期、買付方法の

適法性、買付け実行の確実性、買付け後における当社の従業員、

取引先、顧客その他当社に係る利害関係者の処遇方針等を含みま

す。）が当社の本源的価値に鑑み著しく不十分又は不適当なもの

である場合
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⑦当社の持続的な企業価値増大の実現のために必要不可欠な従業員、

顧客を含む取引先、債権者などの当社に係る利害関係者との関係

を破壊し、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を著しく損

なうおそれのある買付け等である場合

　ただし、特別委員会は、権利確定のための基準日の前後の如何に拘わ

らず、上記勧告後買付者等が買付けを撤回した場合、その他買付け等が

存しなくなった場合、又は上記勧告の判断の前提となった事実関係に変

動が生じ、買付者等による買付け等が発動事由に該当しないと判断する

に至った場合には、改めて本プランの発動の中止又は撤回を含む別個の

判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。

　なお、特別委員会は、本プランの発動が相当であると判断する場合で

も、その発動について株主総会の決議を得ることが相当であると判断す

るときは、当社取締役会に対して、株主総会の招集、本プラン発動に関

する議案の付議を勧告するものとします。

(c) 特別委員会による本プラン不発動の勧告

　特別委員会は、買付者等が上記（２）及び（３）に定める情報提供並

びに評価期間の確保、その他本プランに定める手続を遵守していると判

断し、その他、買付者等から提供された情報・資料の評価・検討並びに

当社取締役会による買付者等の協議・交渉の結果、買付者等による買付

け等が、発動事由のいずれにも該当しないと判断するに至った場合には、

当社取締役会に対して本プランの不発動を勧告します。

　ただし、特別委員会は、当該判断の前提となった事実関係等に変動が

生じ、買付者等による買付け等が発動事由のいずれかに該当すると認め

られるに至った場合には、改めて本プランの発動を含む別個の判断を行

い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。
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（５）取締役会の決議

　当社取締役会は、上記（４）による特別委員会の勧告を最大限尊重し、

本プランの発動若しくは不発動あるいは発動の中止又は撤回を最終的に

決定いたします。当社取締役会は、斯かる決定を行った場合、当該決定

の概要、特別委員会の勧告の概要その他当社取締役会が適切と認める事

項について、決定後速やかに情報開示を行うものとします。

　また、当社取締役会は、特別委員会から本プラン発動に係る株主総会

の招集を勧告された場合には、実務上可能な限り最短の期間で株主総会

を開催できるように、速やかに株主総会を招集し、本プラン発動に関す

る議案を付議するものとします。取締役会は、株主総会において本プラ

ン発動の決議がなされた場合には、株主総会の決定に従い、本プラン発

動に必要な手続を遂行します。買付者等は、本プランに係る手続の開始

後、当社取締役会が本プランの発動又は不発動に関する決議を行うまで

の間、又は、上記株主総会が開催される場合には当該株主総会において

本プラン発動に関する決議がなされるまでの間、買付等を実行してはな

らないものとします。

（６）具体的方策の内容

　当社取締役会が不適切な買付け等に対抗するための具体的方策は、

【別紙２】「新株予約権無償割当の要項」に記載の新株予約権（以下、

「本新株予約権」といいます｡ ）の無償割当の方法による発行によりま

す。

本新株予約権の主な内容は、以下のとおりです。

(a) 割当対象株主

本新株予約権の発行に関する決議（以下、「本新株予約権発行

決議」といいます。）を行う時に当社取締役会が定める基準日

（以下、「割当期日」といいます。）における最終の株主名簿

に記録された株主に対し、その保有株式（ただし、当社の保有

する当社株式を除きます。）１株につき本新株予約権１個の割

合で、本新株予約権を割当てます。
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(b) 本新株予約権の目的とする株式の種類及び数

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本

新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、別途調整がない

限り１株とします。

(c) 本新株予約権の総数

割当期日における最終の発行済株式総数（ただし、同時点にお

いて当社の保有する当社株式の数を除きます。）を上限としま

す。

(d) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

本新株予約権の行使により交付される株式１株当たりの払込金

額は、１円とします。

(e) 本新株予約権の行使期間

本新株予約権無償割当の効力発生日から３週間を経過した日か

ら６ヶ月を経過した日までとします。ただし、行使期間の最終

日が払込取扱場所の休業日にあたるときは、その翌営業日を最

終日とします。

(f) 本新株予約権の行使条件

①「特定大量保有者」、②「その共同保有者」、③「特定大量

買付者」、④「その特別関係者」、もしくは⑤「上記①ないし

④記載の者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ること

なく譲受けもしくは承継した者」、又は⑥「上記①ないし⑤記

載の者の関連者」（以下、①ないし⑥に該当する者を「非適格

者」と総称します。）のいずれにも該当しない者のみが、本新

株予約権を行使することができます。また、国内外の適用法令

上、本新株予約権を行使することにより所定の手続が必要とさ

れる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することがで

きません。なお、上記に用いられる用語の定義及び詳細につい

ては、【別紙２】「新株予約権無償割当の要項」をご参照くだ

さい。
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(g) 本新株予約権の取得

①当社は、当社が本新株予約権を取得することが適切であると

当社取締役会が認める場合には、当社取締役会の決定により、

本新株予約権の無償割当の効力発生日から本新株予約権の行

使期間が満了する時までの間で当社取締役会が定める日にお

いて、全ての本新株予約権を無償で取得することができるも

のとします。

②当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以

外の者の有する新株予約権のうち当社取締役会が定める当該

日の前営業日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、

これと引換えに、本新株予約権１個につき対象株式数の当社

普通株式１株を交付することができます。当社が取得を実施

した以降に、非適格者以外の第三者が譲渡等により非適格者

が有していた本新株予約権を有するに至った場合には、当該

本新株予約権につき、当社は斯かる本新株予約権の取得を行

うことができます。

(h) 本新株予約権の譲渡

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要しま

す。

（７）本プランの有効期間並びに継続、廃止及び変更

　本プランの有効期間は、平成25年12月期に係る定時株主総会の終結の

時までとします。ただし、斯かる有効期間の満了前であっても、当社の

株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、又は

当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プラ

ンを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止

されるものとします。従って、本プランは株主の皆様のご意向によって

これを廃止させることが可能です。
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　また、当社は金融商品取引法等、関係法令等の改正・整備等を踏まえ

た当社取締役会の検討に基づき、企業価値・株主の皆様の共同の利益の

確保・向上の観点から、必要に応じて本プランを見直し、又は変更する

場合があります。

　本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実、

並びに変更の場合には変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項

について、情報開示を速やかに行います。

　

Ⅳ．上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

１．基本方針の実現に資する特別な取組み（上記Ⅱ．の取組み）について

　上記Ⅱ．に記載した各取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を

継続的かつ持続的に向上させるための方策として策定されたものであり、

基本方針の実現に資するものです。

　従って、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利

益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも

のではありません。

　

２．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の

決定が支配されることを防止するための取組み（上記Ⅲ．の取組み）

について

（１）本プランが基本方針に沿うものであること

　　本プランは、当社株式に対する大量買付行為が行われる場合に、

買付者等に対して事前に当該買付行為に関する情報提供を求め、こ

れにより買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるい

は当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保

すること、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能と

することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保す

るための枠組みであり、基本方針に沿うものです。
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（２）当該取組みが株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

　　当社は次の理由から、基本方針に照らして不適切な者による支配

を防止するための取組みは、当社株主の共同の利益を損なうもので

なく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな

いと考えています。

（a）買収防衛策に関する指針及び在り方の要件を完全に充足している

こと

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表

した「企業価値・株主共同利益の確保又は向上のための買収防

衛策に関する指針」に定める三原則（企業価値・株主共同の利

益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・

相当性の原則）を完全に充足していること及び平成20年６月30

日に経済産業省企業価値研究会から発表された「近時の諸環境

の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容にも充足してお

ります。

 (b) 株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット

条項）

本プランは、定款の定めに基づき、株主の皆様のご承認をいた

だくことを条件として継続されます。

また、上記Ⅲ．２．（７）「本プランの有効期間並びに継続、

廃止及び変更」に記載したとおり、本プランは有効期間を約３

年間とするいわゆるサンセット条項が設けられており、かつ、

その有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において上

記の委任決議を撤回する旨の決議がなされた場合、当社の株主

総会で選任された取締役により構成される当社取締役会におい

て本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プラン

はその時点で廃止されることになります。その意味で、本プラ
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ンの導入及び廃止は、当社の株主の皆様の意思に基づくことと

なっております。

（c）合理的かつ客観的な発動事由の設定

本プランは、上記Ⅲ.２.（4）(b)に記載したとおり、予め定め

られた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動さ

れないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発

動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。そ

して、斯かる発動事由は、わが国における裁判例の分析や上記

「指針」等を参考に、適切かつ合理的な買収防衛策の在り方を

精緻に分析したうえで設定されたものであります。

 (d) 特別委員会の設置

当社は、買付者等との協議、交渉、評価期間の延長及び発動事

由の該当性等に関する当社取締役会の判断の客観性・合理性を

担保するため、特別委員会を別途設置しております。

特別委員会は、斯かる特別委員会設置の目的に鑑み、上記Ⅲ.

２.（4）(a)に記載する条件を満たす、当社取締役会から独立し

た者からのみで構成され、また、当社の費用により、独立した

第三者である専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、

公認会計士等）の助言を得ることができるものとしております。

特別委員会は、特別委員会規程に定められた手続に従い、発動

事由の該当性等につき評価・検討し、当社取締役会に対する勧

告を行います。当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊

重し、本プランの発動若しくは不発動、あるいは発動の中止又

は撤回を最終的に決定します。
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 （e）デッドハンド型・スローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成された

取締役会により廃止することができるものとされており、当社

の株券等を大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役を指名

し、係る取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止

することが可能であります。

従って、本プランはデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防

衛策）ではありません。また、当社の取締役の任期は１年であ

ることから、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会

の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を

阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　

Ⅴ．株主及び投資家の皆様への影響

１．本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従

って、株主及び投資家の皆様の権利及び経済的利益に直接具体的な影響

を与えることはありません。

　

２．本新株予約権の発行時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　当社取締役会が本プランの発動を決定し、新株予約権無償割当による

本新株予約権の発行決議を行った場合、当該決議において定められる割

当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保

有する株式１株につき１個の割合で、本新株予約権が無償にて割当てら

れます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に金銭の払込み、その他

下記３．「本新株予約権の発行に伴って株主の皆様に必要となる手続」

（２）において記載する本新株予約権行使の手続を経なければ、他の株

主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希
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釈化されることになります。ただし、当社は、下記３．「本新株予約権

の発行に伴って株主の皆様に必要となる手続」（３）に記載する手続に

より、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引

換えに当社株式を交付することがあります。当社が斯かる取得の手続を

行った場合、非適格者以外の株主様は、本新株予約権の行使及び行使価

額相当の金銭の払込みをせずに当社株式を受領することになり、保有す

る当社株式１株当たりの株式の価値の希釈化は生じますが、原則として、

保有する当社株式全体の経済的な価値の希釈化は生じません。

なお、発動の決定後に、本プランの発動の中止又は撤回が決定された

場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化は生じないことになります

ので、１株当たりの株式の価値に希釈化が生じることを前提にして売買

を行った場合には、株価の変動により相応の損害を被る可能性がありま

す。

　

３．本新株予約権の発行に伴って株主の皆様に必要となる手続

（１） 当社取締役会が本プランの発動を決定し、新株予約権無償割当によ

る本新株予約権の発行決議を行った場合、当社取締役会で割当期日

を定め、これを公告します。

（２） 本新株予約権行使の手続

　　 当社は、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆

様に対し、本新株予約権の行使請求書（株主ご自身が非適格者では

ないこと等の誓約文書を含む当社所定の書式によるものとします。）

その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。株

主の皆様におかれましては、当社取締役会が別途定める権利行使期

間内にこれらの必要書類を提出したうえ、本新株予約権１個当たり

１円を払込取扱場所に払い込むことにより、１個の本新株予約権に

つき、１株の当社普通株式が発行されることになります。　　　　
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（３） 本新株予約権取得の手続　

　　 当社が本新株予約権を当社株式と引換えに取得することができる

と定めた場合には、当社が取得の手続を取れば、当社取締役会が別

途定める日をもって、本新株予約権を取得します。

     このうち、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、

これと引換えに当社普通株式を交付する場合には、行使価額相当の

金銭を払い込むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対

価として、１株の当社普通株式を受領することになります。そのた

め、この場合、本新株予約権の行使請求書等の送付はいたしません

が、斯かる株主の皆様には、別途ご自身が非適格者ではないこと等

を誓約する当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあり

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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【別紙１】

特別委員会委員の略歴
　

矢部　丈太郎（やべ　じょうたろう）
略歴： 昭和14年　出生

昭和38年　公正取引委員会事務局入局

平成９年　公正取引委員会事務総長

平成11年　大阪大学大学院法学研究科教授

平成14年　財団法人公正取引協会副会長

平成16年　実践女子大学人間社会学部教授

平成17年　株式会社オンワード樫山社外監査役（現任）

同　　年　第一三共株式会社社外取締役

平成18年　当社特別委員会委員（現任）

平成19年　株式会社オンワードホールディングス社外監査役（現任）

平成20年  公立大学法人横浜市立大学理事（現任）

　

小林　敏男（こばやし　としお）

略歴： 昭和35年　出生

昭和63年　大阪大学経済学部助手

平成３年　経済学博士の学位取得（大阪大学）

平成15年　大阪大学大学院経済学研究科教授（現任）

平成18年　当社特別委員会委員（現任）

　

森本　宏（もりもと　ひろし）

略歴： 昭和35年　出生

昭和62年　弁護士登録（大阪弁護士会）

同　　年　北浜法律事務所入所

平成４年　北浜法律事務所パートナー

平成７年　日本金銭機械株式会社社外監査役（現任）

平成18年　当社特別委員会委員（現任）

同　　年　当社社外監査役（現任）

平成20年　弁護士法人北浜法律事務所代表社員（現任）

平成22年　大阪弁護士会副会長（現任）                                以　上
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【別紙２】

新株予約権無償割当の要項
　

(a) 本新株予約権の内容

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数

１）本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。

２）本新株予約権を取得するのと引換えに当社普通株式を交付（当社普通株式を発行す

ること又はこれに代わる当社の有する当社普通株式を移転することを合わせていう。

以下同じ。）する数及び本新株予約権の行使により当社普通株式を新たに交付する

数は、下記(b)に定める数とする。ただし、下記３）により対象株式数（下記３）

により定義される。）が調整される場合には、当該調整後の対象株式数に本新株予

約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

３）各本新株予約権の取得又は行使により当社普通株式を交付する数（以下、「対象株

式数」という。）は、１株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場

合、対象株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

なお、斯かる調整は本新株予約権のうち、当該時点で取得又は行使されていないも

のについてのみ行われ、調整の結果生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとし、

現金による調整は行わない。また、これらの端数処理については、その後に生じた

対象株式数の調整事由に基づく対象株式数の調整に当たり、斯かる端数を調整前対

象株式数に適切に反映したうえで、調整後対象株式数を算出するものとする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１）各本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、行使価額（下記２）により

定義される。）に対象株式数を乗じた価額とする。

２）本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき当社普通株式１株当たりの額（以下、

「行使価額」という。）は、１円とする。

(3) 本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の払込取扱銀行及び払込取扱場所

本新株予約権発行決議において、当社取締役会が定める。

(4) 本新株予約権の行使期間

下記(d)の本新株予約権無償割当の効力発生日から３週間を経過した日から６ヶ月を

経過した日までとする。ただし、行使期間の最終日が払込取扱場所の休業日にあた

るときは、その翌営業日を最終日とする。
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(5) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金に関する事項

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合、株式の発行価額の全額を

資本金に組入れるものとし、資本金に組入れない額は０円とする。

(6) 本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

(7) 本新株予約権の取得

① 当社は、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める

場合には、当社取締役会の決定により、本新株予約権の無償割当の効力発生日から

本新株予約権の行使期間が満了する時までの間で当社取締役会が定める日において、

全ての本新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、下記(e)記載の(１）に定義する「非

適格者」以外の者の有する新株予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業

日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権１

個につき対象株式数の当社普通株式１株を交付することができる。当社は斯かる本

新株予約権の取得を複数回行うことができる。

(8) 合併・会社分割・株式交換・株式移転の場合の本新株予約権に係る義務の承継

当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割又は新設分割、当社が

完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当該時点において取得もし

くは行使又は消却されていない本新株予約権に係る義務を、合併の場合には当該合

併後存続する会社（以下、「吸収合併存続会社」という。）又は当該合併により設

立する会社（以下、「新設合併設立会社」という。）に、吸収分割の場合には当該

吸収分割の分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する

会社（以下、「吸収分割承継会社」という。）に、新設分割の場合には当該新設分

割の設立会社（以下、「新設分割設立会社」という。）に、株式交換又は株式移転

の場合には当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社（以下、「株式

交換完全親会社」又は「株式移転設立完全親会社」といい、以上の６者を併せて「存

続会社等」という。）に、以下の決定方針に基づき承継させることができる。ただ

し、それぞれの場合について、本新株予約権に係る義務の承継に関し、以下の決定

方針に沿う記載のある合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は

株式移転計画の議案につき当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
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１）承継された本新株予約権の目的たる株式の種類

存続会社等の普通株式

２）承継された本新株予約権の目的たる株式の数

合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率等に応じて合理的に調整する。調

整後の１株未満の端数は切り捨てる。

３）承継された各本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率等に応じて合理的に調整する。調

整後の１円未満の端数は切り捨てる。

４）承継された本新株予約権の権利行使期間、その他の取得又は権利行使の条件、発行

決議の失効等

本要項に準じて、合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して当社取締役会

が決定する。

５）取締役会による譲渡承認について

本新株予約権の譲渡については、存続会社等の取締役会の承認を要する。

(9) 新株予約権証券の発行制限

本新株予約権証券は、これを発行しない。

(b) 本新株予約権の総数

本新株予約権の無償割当の基準日（下記(d)により定義される。）最終の発行済株式数

（ただし、同時点において当社の有する当社普通株式の数を除く。）に１を乗じた数を

上限とする。

(c) 本新株予約権無償割当の対象となる株主

本新株予約権の無償割当の基準日（下記(d)により定義される。）における最終の株主

名簿に記録された株主（下記(e)の定めにて新株予約権を行使できない者も含み、自己

株式の保有者としての当社は除く。）

(d) 本新株予約権無償割当の基準日及び効力発生日

(1) 基準日

当社取締役会が本プランの発動を決定した日以降の日で、当社取締役会が別途定め

る日とする。

(2) 効力発生日

基準日以降の日で、当社取締役会が別途定める日とする。
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(e) 本新株予約権の行使の条件

(1) ①「特定大量保有者」、②「その共同保有者」、③「特定大量買付者」、④「その特

別関係者」、もしくは⑤「上記①ないし④記載の者から本新株予約権を当社取締役会

の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者」、又は⑥「上記①ないし⑤記載の

者の関連者」（以下、①ないし⑥に該当する者を総称して「非適格者」という。）の

いずれにも該当しない者のみが、本新株予約権を行使することができる。

なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。

１）「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の23

第１項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。）について、20％以上の株

券等保有割合（同法第27条の23第４項に定義される。）を保有する者又は20％以上

保有することになると当社取締役会が認める者をいう。

２）「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第５項に定義される者（当社取締

役会がこれに該当すると認めた者を含む。）をいう。なお、同条第６項に基づき共

同保有者とみなされる者を含む。

３）「特定大量買付者」とは、公開買付け（金融商品取引法第27条の２第６項に定義さ

れる。）によって当社が発行者である株券等（同法第27条の２第１項に定義される。）

の買付け等（同法第27条の２第１項に定義される。以下同じ。）の公告を行った者

で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取

引法施行令第７条第１項に定める場合を含む。）に係る株券等（同法第27条の２第

１項に定義される。）の株券等所有割合（同法第27条の２第８項に定義される。以

下同じ。）とその者の特別関係者の株券等所有割合とを合計して20％以上となる者

をいう。

４）「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に定義される者（当社取締

役会がこれに該当すると認めた者を含む。）をいう。ただし、同項第１号に掲げる

者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第３条第２項で定める者を除く。

５）ある者の「関連者」とは、実質的にその者が支配し、その者に支配されもしくはそ

の者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、又はその者と協調し

て行動する者として当社取締役会が認めた者をいう。

(2) 上記(1)にかかわらず、下記①ないし④の各号に記載される者は、特定大量保有者又

は特定大量買付者に該当しないものとする。

①当社、当社の子会社又は当社の関連会社
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②当社を支配する意図なく特定大量保有者となった者であると当社取締役会が認め

た者であって、かつ、特定大量保有者になった後10日間（ただし、当社取締役会

は斯かる期間を延長することができる。）以内にその保有する当社の株券等を処

分等することにより特定大量保有者ではなくなった者

③当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、当

社の特定大量保有者になった者であると当社取締役会が認めた者（ただし、その

後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。）

④その者が当社の株券等を取得又は保有することが当社の企業価値、株主共同の利

益に反しないと当社取締役会が認めた者（当社取締役会は、いつでもこれを認め

ることができる。また、一定の条件の下に当社の企業価値、株主共同の利益に反

しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満たされている場合に限

る｡)

(3) 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使する

ために、１）所定の手続の履行もしくは２）所定の条件（一定期間の行使禁止、所定

の書類の提出等を含む。）の充足、又は３）その双方（以下、「準拠法行使手続・条

件」と総称する。）が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準

拠法行使手続・条件が全て履行又は充足された場合に限り、本新株予約権を行使する

ことができる。ただし、当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使するために

当社が履行又は充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社

としてこれを履行又は充足する義務は負わないものとする。また、当該管轄地域に所

在する者が本新株予約権を行使することが当該法令上認められない場合（以下、「準

拠法行使禁止事由」という。）には、当該管轄地域に所在する者は、本新株予約権を

行使することができない。

(4) 上記(3)にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、１）自らが米国1933年証

券法ルール501(a)に定義する適格投資家（accredited investor）であることを表明、

保証し、かつ２）その保有する本新株予約権の行使の結果取得する当社普通株式の転

売は東京証券取引所における普通取引（ただし、事前の取決めに基づかず、かつ事前

の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、

当該本新株予約権を行使することができる。当社は、斯かる場合に限り、当該米国に

所在する者が当該本新株予約権を行使するために当社が履行又は充足することが必要

とされる米国1933年証券法レギュレーションＤ及び米国州法に係る準拠法行使手続・

条件を履行又は充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の理由により、

米国に所在する者が上記１）及び２）を充足しても米国証券法上適法に本新株予約権
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の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米国に所在する者

は、本新株予約権を行使することができない。

(5) 上記(1)ないし(4)の規定に従い本新株予約権を有する者が本新株予約権を行使するこ

とができない場合であっても、当社は、当該本新株予約権を有する者に対して、損害

賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。

(f) 本新株予約権の行使方法等

(1) 本新株予約権の行使の方法及び行使の請求場所

本新株予約権の行使は、当社所定の新株予約権行使請求書（当該本新株予約権者が

非適格者にも該当せず、非適格者のために行使しようとしているものではないこと

等の表明・保証条項及び補償条項を含む。）に行使する本新株予約権の個数、対象

株式数及び住所等の必要事項を記載し、これに記名押印したうえ、必要に応じて別

に定める本新株予約権行使に要する書類並びに会社法、金融商品取引法その他の法

令及びその関連法規（日本証券業協会並びに本邦証券取引所の定める規則等を含む。）

上その時々において要求されるその他の書類（以下、「添付書類」という。）を添

えて払込取扱場所に提出し、かつ、当該行使に係る本新株予約権の目的たる株式の

行使価額全額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより行われるものと

する。なお、本新株予約権者は、その所有する各新株予約権を個別に行使できるも

のとし、斯かる個別行使の際に残余の本新株予約権がある場合には、当社は、当該

本新株予約権者の個別行使の日付と残余の本新株予約権の個数を新株予約権原簿に

記載又は記録するものとする。

(2) 本新株予約権行使請求の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力発生時期は、上記(1)の規定に従い、行使に係る本新

株予約権行使請求書及び添付書類が払込取扱場所に到着した時とする。本新株予約

権の行使の効力は、斯かる本新株予約権の行使請求の効力が生じた場合であって、

かつ、当該行使に係る本新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭

が払込取扱場所において払い込まれた時に生じるものとする。

(g) 新株予約権者に対する通知

(1) 新株予約権者に対する通知は、新株予約権原簿に記載された新株予約権者の住所宛に

書面により行うものとし、斯かる通知は通常到達すべかりし時に到達したものとみな

す。
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(2) 承諾については、新株予約権者に、その承諾を求める通知が到達したとみなされた日

から14日以内に、新株予約権者により書面にて当社に対して別段の意思表示がなされ

ない場合には、当社は新株予約権者がこれに承諾したものとみなすことができる。

(h) 金融商品取引法による届出

上記各項については、金融商品取引法による届出を必要とするときは、その届出の効力

発生を条件とする。

(i) 法令の改正等による修正

法令の新設又は改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える

必要が生じた場合においては、当該新設又は改廃の趣旨を考慮のうえ、上記各項に定め

る条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。

以　上
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地図

株主総会会場ご案内略図

会場
大阪市北区同心一丁目８番９号
株式会社千趣会本社２階　ホール

ＴＥＬ（06）6881-3100

【交通案内】
●ＪＲ大阪環状線天満駅より徒歩約15分、桜ノ宮駅西口より徒歩約10分
●ＪＲ東西線大阪天満宮駅出口１より徒歩約10分
●地下鉄堺筋線又は谷町線南森町駅３号出入口より徒歩約13分
●地下鉄堺筋線扇町駅４号出入口より徒歩約13分

Ｎ

１
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（お願い）当会場には駐車場がございませんので、誠に恐縮ながらご来場の際は、公共交通機関
をご利用くださいますようお願い申しあげます。　




